
ハローワーク
利用ガイド
～仕事をお探しの方へ～
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求職申込み手続きのご案内

きする必要があります。

ハローワーク内にあるパソコンや「求職申込書」
（筆記式）により求職申込み手続きを行う。

●　ハローワークの職業相談・職業紹介サービスをご利用いただく場合には、下の二次元
　　コードを読み取り、ご確認下さい。

窓口で、ハローワーク職員が申込内容や希望条件
などの確認を行い、求職情報の登録が完了すれば、
「ハローワーク利用登録者」となります。

ハローワークインターネットサービスにアクセス
し、アカウント登録。14日以内に求職情報を登録
すれば、「オンライン登録者」となります。

パソコンやタブレット、スマートフォン等から求
職申込み手続きを行う。

◎ ハローワーク利用登録者の方も、求職者マイページを開設することができます。（P３参照）
◎ オンライン登録者は、求職者マイページの一部の機能は利用できません。
◎ オンライン登録者の方は、ハローワークで職業相談を受けることによりハローワーク利用登録者に
　 変更できます。



求職申込みの手続きが終わると、

「ハローワーク受付票」
を発行します。

受付票には、求人情報の検索の際に必要

バーコード

となる求職番号が記載されています。

また、この受付票で全国どのハローワー
クでもご利用いただけます。

ハローワークにお越しの際は必ずご持参
ください。

ハローワーク受付票

②

ハローワークインターネットサービス

ハローワーク受付票（見本）

※ハローワーク利用登録者の方が求職者マイページを作成し
ている場合、求職者マイページからハローワーク受付票を
表示することができます。

上
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ハローワークインターネットサービスでは、次のサービスを提供しています。ご自宅の
パソコンやタブレット、スマートフォンからもご利用いただけます。

○ 全国のハローワークで受け付けた求人を検索できます。ハローワーク内にあるパソコ
ン（検索・登録用端末）と同じ情報を検索・閲覧できます。

○「求職者マイページ」を開設すると、求人検索条件の保存や気になった求人の保存など、
より便利なサービスをご利用いただけます（３頁参照）。

○ ハローワークがあっせんする職業訓練（ハロートレーニング）の情報を検索できます。

○ そのほか、ハローワークの利用方法や雇用保険手続きなどについてご案内しています。

ハローワークインターネットサービスはこちらから ハローワークの就職支援の詳細はこちらから
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　ハローワークに登録した求職条件の内容を確認

ることもできます。

　ハローワークからオンラインで職業紹介を受け
た場合、ホーム画面に求人情報が表示されます。

④

●●●●●

　ハローワークインターネットサービス上に「求職者マイページ」

マイページ
アカウント登録

④ ⑦

1.　ハローワークで求職登録した後に開設する方法

2.　インターネット上でマイページ開設とともに求職登録する方法（ハローワークに求職申込みしていない方に限ります。）

マイページ
をクリック

ハローワークインター
ネットサービスに

ハローワークインター 「マイページを開設して
  求職申込み」ボタンを

  クリック

14日以内に
求職情報の
登録完了

ネットサービスに
アクセス

ハローワークに
メールアドレスを

登録
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ハローワークでは、仕事に関するいろいろなご相談をお受けしています。
どのような仕事を選べばよいか迷っている方には、ご自身の興味・関心や職業経験の振り返りなどの自己分析のお手

伝いをしています。また、就職したい地域の状況を知りたい方には、地域の労働市場に関する情報を提供しています。

　具体的に応募先が見つかったら、求人内容に合った履歴書・職務経歴書を作成し、面接の想定問答などを考えましょう。
　実際の応募では、応募先事業所の情報を収集し、ニーズを把握することが大切です。準備を整え、自信を持って臨む
　ことが好印象を与えます。

ハローワークでは、ご希望と実際の求人状況を踏まえて、就職に近づく条件設定のお手伝いをしています。技能・
技術を身につけたい方には、公的職業訓練（ハロートレーニング）に関するご相談も行っています。

ハローワークでは、窓口で相談しながら希望条件に
合った求人を一緒に探したり、ハローワーク内に設置
されたパソコン（検索・登録用端末）でご自身で求人
を探すことができます。
また、求人の内容や応募要件等、希望する上で不明

な点がある場合などには求人事業所に確認します。

ハローワークでは、履歴書・職務経歴書の書き方、
面接の受け方などのセミナーを実施しています。
また、窓口でも個別の相談やアドバイスを行ってい

ます。

ハローワークでは、ご希望する求人の応募状況の確認や求人事業所の担当者に連絡をとり面接日程調整を行った上で
紹介状を発行します。求人票だけではわからないことや直接質問しにくいことも、ハローワークの職員が代わって問い
合わせます。
応募にあたって実際に使用する履歴書・職務経歴書や面接への対策に関する直前のアドバイス等も行っています。

ハローワークでは、採用が決まった後もご相談をお受けします。労働条件について疑問がある場合はそのままにせず、
早めにハローワークにご相談ください。
不採用となってしまった場合でも、希望職種や条件の再検討、応募書類の見直しなどについてご相談ください。

④
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求人情報（詳細）画面（イメージ）

介護福祉士

用

用

東京都千代田区○○○１－Ｘ－Ｘ

52010- ●●●●●

東京都千代田区○○○１－Ｘ－Ｘ

当社では、社員を大切に考えています。社員が活き活きとしてい
ることが、ご利用者様やご家族、ひいては地域の皆様へのサービス
向上につながると考えているからです。
「働き方改革」にも積極的に取り組み、現場の意見を聞きながら

業務の効率化に取り組み、超過勤務も全社員平均で月８時間程度ま
で削減しています。
子育てや家族介護をされる方には、シフトの要望等、可能な限り

柔軟に対応をするとともに､周りの方の負担も軽減できるよう、業
務配分の見直しなど、積極的に取り組んでいます。
結果として、平均勤続年数も年々延びてきており、「働きやすい

職場」になっているものと自負しております。
私共と一緒に頑張っていただける方、ご応募をお待ちしておりま

す。

◆「求人票を表示」ボタン
求人票を表示できます。
求人票の見方は、次ページ

をご覧ください。

◆地図表示
就業場所や選考場所の地図

を確認できます。
（注）地図は求人票には掲載されません。ご希

望の場合は、窓口で「就業場所・選考場所
の地図」をお渡しします。

◆「事業所画像情報」ボタン
画像情報（写真やパンフレット

など）を表示できます。
（注）求人事業所が画像を登録している場合の

み、掲載されます。

◆求人・事業所ＰＲ情報
この画面では、求人情報の

ほかに、求人・事業所PR情報
を見ることができます。
（注１）求人事業所がＰＲ情報を登録している

場合のみ、掲載されます。
（注２）求人・事業所ＰＲ情報の内容

・事業所からのメッセージ
・代表的な支店・営業所・工場等
・年商
・主要取引先
・関連会社
・福利厚生の内容
・研修制度
・両立支援の内容
・職務給制度
・復職制度
・事業所に関する特記事項
・障害者への配慮に対する状況（企業在籍
型ジョブコーチの有無、エレベーターの有
無、点字設備の有無など）

（注３）求人・事業所ＰＲ情報は求人票には掲
載されません。ご希望の場合は、窓口で
「求人・事業所PRシート」をお渡しします。

◆ホームページ
求人事業所のホームページ

を表示（リンク）できます。
（注）求人事業所がＵＲＬを登録している場合

のみ、掲載されます。

▼求人事業所へ ▼仕事内容へ ▼賃金・手当へ ▼労働時間へ ▼その他の労働条件等へ ▼会社の情報へ ▼選考等へ ▼求人・事業所PRへ

求人番号

受付年月日

事業所名

所在地

ホームページ

竹橋JC

総合芸術高

地図表示

四ツ谷駅

246

20

17

10

6

新宿区

千代田区

東京駅

新橋駅

神田橋JC

江戸橋JC

京橋JC
西銀座JC

汐留JC

三宅坂JC

谷町JC

職種

仕事内容

事業所からのメッセージ

仕事内容

求人 ・事業所PR情報 「求人 ・事業所PR情報」は求人票には表示されません。

http://www.xxxxx.xxxxxxxx
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でも求人内容を確認できます。

「

認することもできます。

この欄の表示には以下の種類があります。

◆フルタイムの求人の場合
：

めがなく、フルタイムのもの
：

：

：

（注）フルタイム＝正社員とは限りません。

◆パートタイムの求人の場合
：正社員より就業時間

が短いもの
：

：

ります。よく確認しましょう。

「就業時間」
：

：

い場合があります。
雇用：

：
健康：
厚生：厚生年金保 た場 場合などに支給されます。

：
：

「就業場所」

あるので、よく確認しましょう。

⑦



「賃金」（税引き前）

◆フルタイム求人の場合
月額（換算額）で表示されます。
◆パートタイム求人の場合
時間額が表示されます。日給制や月給制の場合も平均的な勤務時間により時間額
に換算されて表示されます。

賃金、就業日数・時間などに応じて、所得税や社会保険料（雇用保険、健康保険、
厚生年金、介護保険）などが引かれますので、実際の手取り額は少なくなります。
注意してください。

「固定残業代（ｃ）」
固定残業代とは、時間外労働の有無にかかわらず固定的に支給されるものです。

「あり」の場合はその内容（固定残業代に相当する時間など）をよくご確認くだ
さい。当面の間、ｂ欄に記載されている場合もあるのであわせてご確認ください。

「賃金形態等」
この欄の表示には以下の種類があります。

「月給」：月額が決められて支払われる。
「日給」：日額×勤務日数で支払われる。
「時間給」：時間額×勤務時間数で支払われる。
「年俸制」：年額が決められ、各月に分けて支給される。各月の支給額の分け方

はいろいろ。

「通勤手当」
「実費（上限なし）」：実際に通勤にかかる費用が全額支給されます。
「実費（上限あり）」：上限額を限度に、実際に通勤にかかる費用が支給されます。
「一定額」：表記された一定額が支給されます。
「なし」：通勤手当は支給されません。
（注）通勤手当が実費ではなく、会社規定の計算方法により支給される場合があります。

「事業内容」「会社の特長」
仕事の内容や労働条件だけでなく、会

社の事業内容や特長も確認しましょう。

「求人に関する特記事項」
労働条件や応募条件など重要なことが

記載されている場合があります。漏らさ
ず確認しましょう。

フルタイム：正社員の他、正社員と同じ就業時間の従業員を募集する求人は、雇用形態にかかわらず
フルタイム求人になります。

パートタイム：正社員より就業時間が短い従業員を募集する求人は、パートタイム求人になります。
（注意）月給制＝フルタイム、時給制＝パートタイムではありません。

「就業場所・選考場所の地図」
就業場所や選考場所の地図は、ハ

ローワーク内に設置されたパソコン
（検索・登録用端末）や、ご自宅のパ
ソコン、スマートフォンからハロー
ワークインターネットサービスで確認
できます。
また、求人をご紹介する際にお渡し

します。

「昇給」「賞与」
実際に支給される金額は、会社・個人

の業績により変動することがあります。

⑧

050-07

でも求人内容を確認できます。

「

認することもできます。

この欄の表示には以下の種類があります。

◆フルタイムの求人の場合
：

めがなく、フルタイムのもの
：

：

：

（注）フルタイム＝正社員とは限りません。

◆パートタイムの求人の場合
：正社員より就業時間

が短いもの
：

：

ります。よく確認しましょう。

「就業時間」
：

：

い場合があります。
雇用：
：

健康：
厚生：厚生年金保 た場 場合などに支給されます。
：

：

「就業場所」

あるので、よく確認しましょう。

⑦



本人控え（見本）求人事業所への提出用（見本）

表 面 裏 面
⇧ 求人事業所がハローワークに選考

結果を通知するための書面です。
⇧ 選考結果が出るまで大切に保管し

てください。
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履歴書の書き方

52010-52010-●●●●●●●52010-52010-●●●●●●●
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000000000000000000000000

○○○○
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◆手書きする場合は、黒のボールペンか万年筆などでていねいに書きましょう。間違えたら必ず書き直しましょう。
　文字の上手下手ではなく、ていねいに書くことを心がけましょう。
◆誤字、脱字はないか、記入漏れはないか、必ず確認しましょう。
◆履歴書、職務経歴書に用いる年号は、元号、西暦のどちらでも可能ですが、どちらかに統一しましょう。
◆職務経歴書で志望動機を書いていても、履歴書の志望動機欄は省略しないで必ず書きましょう。
◆内容が職務経歴書と矛盾しないように注意してください。

6

5
5

バーコード

バーコード

⑨

応募したい求人が見つかった場合は、ハローワークから求人事業所に連絡し
「紹介状」をお渡しします。紹介状は面接時に持参して求人事業所の担当者に提出してください
（事前に書類選考がある場合は応募書類に同封してください）。
　なお、オンラインハローワーク紹介（P10参照）の場合は、自動で送付されるため、持参などは不要です。

5

5

紹介を受ける



本人控え（見本）求人事業所への提出用（見本）

表 面 裏 面
⇧ 求人事業所がハローワークに選考

結果を通知するための書面です。
⇧ 選考結果が出るまで大切に保管し

てください。

0000--88888888--●●●●●●●●

00-8888-●●●●00-8888-●●●●

5101051010 ●●●●●●●●●●

52010-●●●●●-●●●●●●●52010-●●●●●-●●●●●●●

51010-51010-●●●●●●●51010-51010-●●●●●●●

5101051010 ●●●●●●●●●●●●●●

123-4567123-4567

◇◇市△△区○○町１－１－１◇◇市△△区○○町１－１－１

00-8888-●●●●00-8888-●●●●

00-8888-●●●●00-8888-●●●●

5101051010

履歴書の書き方

52010-52010-●●●●●●●52010-52010-●●●●●●●

5201052010 ●●●●●●●●

000000000000000000000000

○○○○

123-4567123-4567

◇◇市△△区○○町１－１－１◇◇市△△区○○町１－１－１

00-8888-●●●●00-8888-●●●●

00-8888-●●●●00-8888-●●●●

●●●●●●●●

●●●●●●●●

◆手書きする場合は、黒のボールペンか万年筆などでていねいに書きましょう。間違えたら必ず書き直しましょう。
　文字の上手下手ではなく、ていねいに書くことを心がけましょう。
◆誤字、脱字はないか、記入漏れはないか、必ず確認しましょう。
◆履歴書、職務経歴書に用いる年号は、元号、西暦のどちらでも可能ですが、どちらかに統一しましょう。
◆職務経歴書で志望動機を書いていても、履歴書の志望動機欄は省略しないで必ず書きましょう。
◆内容が職務経歴書と矛盾しないように注意してください。

6

5
5

バーコード

バーコード

⑨

応募したい求人が見つかった場合は、ハローワークから求人事業所に連絡し
「紹介状」をお渡しします。紹介状は面接時に持参して求人事業所の担当者に提出してください
（事前に書類選考がある場合は応募書類に同封してください）。
　なお、オンラインハローワーク紹介（P10参照）の場合は、自動で送付されるため、持参などは不要です。

5

5

紹介を受ける

▼ハローワークから送付されたオンラインハローワーク紹介対象求人を確認する

【求職者マイページホーム画面】

【求人情報画面】

　オンラインハローワーク紹介とは、ハローワーク職員が、職業相談の中で希望条件等の求職内容を確
認している方に対して、求人との適合性を判断した上で、オンライン上で職業紹介を行うものです。
　ハローワークインターネットサービス上で求職登録をし、ハローワークで相談を受けていない方（オ
ンライン登録者）は対象になりません。

　ハローワークからオンラインハローワーク紹介対象求人を求職者マイページに送ると、マイページに
メッセージが送付されるとともに、まず【求職者マイページホーム画面】に求人が表示されます。

○　【求職者マイページホーム画面】に表示される求人は
最新の１件のみです。

○　オンラインハローワーク紹介対象求人をすべて確認
する場合には、「オンラインハローワーク紹介対象求人

　オンラインハローワーク紹介対象求人に応募を希望する場合は、志望動機などを記載した上で、応募
します。

○　オンラインハローワーク紹介対象求人を確認し、応募を
希望する場合には、【求人情報画面】の右上の「応募（ハ
ローワーク紹介）」ボタンをクリックします。

※ハローワークでは、志望動機などの書き方のご相談も行っております。
お気軽にハローワークにご連絡ください。

【オンラインハローワーク紹介対象求人一覧画面】

○　【オンラインハローワーク紹介対象求人一覧画面】で、
応募期限内の未応募のオンラインハローワーク紹介対象
求人のすべてを確認します。

○　応募期限は、応募期限日で確認します。
○　求人の詳細を確認するには、「詳細を表示」ボタンを
クリックします。

●●●●●

●●●●●

オンラインでハローワークから紹介を受ける

⑩

　求職者マイページをお持ちの方は、来所することなくマイページを通じてハローワークから職業紹介
（オンラインハローワーク紹介）を受けることができます。

▼オンラインハローワーク紹介対象求人に応募する

を全て表示」ボタンをクリックしてください。



▼応募したオンラインハローワーク紹介対象求人の紹介状などを確認する

▼オンラインハローワーク紹介対象求人への応募を取り消す

◎　志望動機（全角600文字以内）を入力（必須）します。
◎　就業上留意を要する家族がいることや、仕事をする上で身体上注意をしてもらい
たい点など、応募時に求人者に伝えたい事項がある場合などは備考欄（全角600
文字以内）に入力（任意）します。

◎　履歴書、職務経歴書、ジョブ・カードなどの応募書類をアップロードして求人
者に送付できます。

◎　「上記の情報が、求人者による選考に利用されることに同意します」にチェッ
クします。　⇒応募の完了　

▶　入力が終わったら右下の「次へ進む」ボタンをクリックします。【オンラインハロー
ワーク紹介対象求人応募内容確認画面】に進むので、内容を確認の上、右下の「応募」
ボタンをクリックします。この時点で、求人者に応募情報が通知されます。

（注）　応募期限日（原則１週間）を過ぎると、求職者マイページに表示されなくなり、応募もできなくなりま
す。求人が有効な場合は、応募期限日を過ぎても、窓口で紹介ができる場合がありますので、ハロー
ワークにご相談ください。なお、応募期限日前でも、求人が取り下げられたなどの理由により応募が
できなくなる場合があります。

　オンラインハローワーク紹介対象求人へ応募した時点で紹介状が発行されます。紹介状や応募時の
求人票、応募内容などは、求職者マイページから「求職活動状況閲覧」＞「応募中求人一覧」の順で
進むと、確認することができます。
　面接日時の調整や質問事項があれば、「新規メッセージを作成」ボタンをクリックして求人者へメ
ッセージを送ることもできます。

　応募後24時間以内であれば、求職者マイページから応募を取り消すことができます。ただし、24時
間以内であっても、一度応募した場合、応募情報は求人者に届いていますのでご了承ください。
　【応募中求人一覧画面】の「応募を取消」ボタンをクリックして、【求人応募取り消し画面】に移動
し、「応募取り消し理由」を選択します。応募取消理由で「その他」を選択した場合は、備考欄（全角
300文字）に理由を入力します。入力が終わったら、「次へ進む」ボタンをクリックします。
　【求人応募取り消し確認画面】で内容を確認した上で、「完了」ボタンをクリックします。　　　　
⇒応募の取消しの完了
※　なお、24時間を過ぎると、求職者マイページから応募を取り消すことはできませんので、メッセージや電話等により求人
者に直接連絡をして応募を辞退する旨を伝えてください。

【オンラインハローワーク紹介対象求人応募画面】

⑪



▼応募したオンラインハローワーク紹介対象求人の紹介状などを確認する

▼オンラインハローワーク紹介対象求人への応募を取り消す

◎　志望動機（全角600文字以内）を入力（必須）します。
◎　就業上留意を要する家族がいることや、仕事をする上で身体上注意をしてもらい
たい点など、応募時に求人者に伝えたい事項がある場合などは備考欄（全角600
文字以内）に入力（任意）します。

◎　履歴書、職務経歴書、ジョブ・カードなどの応募書類をアップロードして求人
者に送付できます。

◎　「上記の情報が、求人者による選考に利用されることに同意します」にチェッ
クします。　⇒応募の完了　

▶　入力が終わったら右下の「次へ進む」ボタンをクリックします。【オンラインハロー
ワーク紹介対象求人応募内容確認画面】に進むので、内容を確認の上、右下の「応募」
ボタンをクリックします。この時点で、求人者に応募情報が通知されます。

（注）　応募期限日（原則１週間）を過ぎると、求職者マイページに表示されなくなり、応募もできなくなりま
す。求人が有効な場合は、応募期限日を過ぎても、窓口で紹介ができる場合がありますので、ハロー
ワークにご相談ください。なお、応募期限日前でも、求人が取り下げられたなどの理由により応募が
できなくなる場合があります。

　オンラインハローワーク紹介対象求人へ応募した時点で紹介状が発行されます。紹介状や応募時の
求人票、応募内容などは、求職者マイページから「求職活動状況閲覧」＞「応募中求人一覧」の順で
進むと、確認することができます。
　面接日時の調整や質問事項があれば、「新規メッセージを作成」ボタンをクリックして求人者へメ
ッセージを送ることもできます。

　応募後24時間以内であれば、求職者マイページから応募を取り消すことができます。ただし、24時
間以内であっても、一度応募した場合、応募情報は求人者に届いていますのでご了承ください。
　【応募中求人一覧画面】の「応募を取消」ボタンをクリックして、【求人応募取り消し画面】に移動
し、「応募取り消し理由」を選択します。応募取消理由で「その他」を選択した場合は、備考欄（全角
300文字）に理由を入力します。入力が終わったら、「次へ進む」ボタンをクリックします。
　【求人応募取り消し確認画面】で内容を確認した上で、「完了」ボタンをクリックします。　　　　
⇒応募の取消しの完了
※　なお、24時間を過ぎると、求職者マイページから応募を取り消すことはできませんので、メッセージや電話等により求人
者に直接連絡をして応募を辞退する旨を伝えてください。

【オンラインハローワーク紹介対象求人応募画面】

⑪

【求人情報画面】

ができます。

※　 （※）
　　➡

報画面】の右上に ボタンが表示されています。

は ボタンをクリックすると、【求人応募（オンラ

　オンラインハローワーク紹介対象求人へ応募した時点で紹介状が発行されます。紹介状や応募時の
求人票、応募内容などは、求職者マイページから「求職活動状況閲覧」＞「応募中求人一覧」の順で

　面接日時の調整や質問事項があれば、「新規メッセージを作成」ボタンをクリックして求人者へメ

　応募後24時間以内であれば、求職者マイページから応募を取り消すことができます。ただし、24時

　【応募中求人一覧画面】の「応募を取消」ボタンをクリックして、【求人応募取り消し画面】に移動
し、「応募取り消し理由」を選択します。応募取消理由で「その他」を選択した場合は、備考欄（全角

　【求人応募取り消し確認画面】で内容を確認した上で、「完了」ボタンをクリックします。　　　　

オンラインで求人に直接応募する

⑫



▼オンライン自主応募の情報を確認する

▼オンライン自主応募を取り消す
　応募後24時間以内であれば、求職者マイページからオンライン自主応募を取り消すことができます。
ただし、24時間以内であっても、一度応募した場合、応募情報は求人者に届いていますのでご了承くだ
さい。
　「応募中求人一覧画面」の「応募を取消」ボタンをクリックして、【求人応募取り消し画面】に移動
し、応募取り消し理由を選択します。
応募取消理由で「その他」を選択した場合は、備考欄（全角300文字）に理由を入力します。入力が終
わったら、「次へ進む」ボタンをクリックします。
【求人応募取り消し確認画面】で内容を確認した上で、「完了」ボタンをクリックします。　　　　　
⇒取消しの完了
※　なお、24時間を過ぎると、求職者マイページから応募を取り消すことはできませんので、メッセージや電話等により求人
者に直接連絡をして応募を辞退する旨を伝えてください。

※　応募辞退の連絡を行わずに面接に行かなかったという報告が求人者から３か月で５件以上あった場合、求職者マイページ
の一部機能の利用制限がかかり、利用制限を解除するためにはハローワークに来所する必要があります。

　オンライン自主応募の応募内容などは、「求職活動状況閲覧」＞「応募中求人一覧」の順で進む
と、確認することができます。
　面接日時の調整や質問事項があれば、「新規メッセージを作成」ボタンをクリックし、求人者への
メッセージの送信もできます。

◎　志望動機（全角 600文字以内）を入力（必須）します。
◎　就業上留意を要する家族がいることや、仕事をする上で身体上注意をしてもらい
たい点など、応募時に求人者に伝えたい事項がある場合などは備考欄（全角 600文
字以内）に入力（任意）します。

※不法就労を防止する観点から、利用者が外国人（特別永住者である方を除く）の場合、備考欄に
①在留カードの表面の「在留資格」、「在留期間（満了日）」の欄に記載されている事項
②在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」の欄に記載がある場合は「資格外活動許可あり」
　と記載してください。

◎　履歴書、職務経歴書、ジョブ・カードなどの応募書類をアップロードして求人者
に送付できます。

◎　「上記の情報が、求人者による選考に利用されることに同意します」を確認して
チェックします。入力が終わったら、右下「次へ進む」ボタンを押してください。【求
人応募（オンライン自主応募）内容確認画面】に進むので、内容を確認の上、右下の
「応募」ボタンを押してください。この時点で、求人者に応募情報が通知されます。　
⇒応募の完了

※　オンライン自主応募を行うことができる求人の上限は 15件です（選考結果が登録されたものや応募を
取り消したものは除く）。

⑬

応募すること（オンライン自主応募）ができます。(※)

場合、マイページに求人情報とメッ

認します。

募】などを選択できます。

接応募（オンライン自主応募）をする
ことができます。

●●●●●

●●●●●

　応募後24時間以内であれば、求職者マイページからオンライン自主応募を取り消すことができます。
ただし、24時間以内であっても、一度応募した場合、応募情報は求人者に届いていますのでご了承くだ

　「応募中求人一覧画面」の「応募を取消」ボタンをクリックして、【求人応募取り消し画面】に移動

応募取消理由で「その他」を選択した場合は、備考欄（全角300文字）に理由を入力します。入力が終

【求人応募取り消し確認画面】で内容を確認した上で、「完了」ボタンをクリックします。　　　　　

　オンライン自主応募の応募内容などは、「求職活動状況閲覧」＞「応募中求人一覧」の順で進む

　面接日時の調整や質問事項があれば、「新規メッセージを作成」ボタンをクリックし、求人者への

⑭

求職公開のご案内



▼オンライン自主応募の情報を確認する

▼オンライン自主応募を取り消す
　応募後24時間以内であれば、求職者マイページからオンライン自主応募を取り消すことができます。
ただし、24時間以内であっても、一度応募した場合、応募情報は求人者に届いていますのでご了承くだ
さい。
　「応募中求人一覧画面」の「応募を取消」ボタンをクリックして、【求人応募取り消し画面】に移動
し、応募取り消し理由を選択します。
応募取消理由で「その他」を選択した場合は、備考欄（全角300文字）に理由を入力します。入力が終
わったら、「次へ進む」ボタンをクリックします。
【求人応募取り消し確認画面】で内容を確認した上で、「完了」ボタンをクリックします。　　　　　
⇒取消しの完了
※　なお、24時間を過ぎると、求職者マイページから応募を取り消すことはできませんので、メッセージや電話等により求人
者に直接連絡をして応募を辞退する旨を伝えてください。

※　応募辞退の連絡を行わずに面接に行かなかったという報告が求人者から３か月で５件以上あった場合、求職者マイページ
の一部機能の利用制限がかかり、利用制限を解除するためにはハローワークに来所する必要があります。

　オンライン自主応募の応募内容などは、「求職活動状況閲覧」＞「応募中求人一覧」の順で進む
と、確認することができます。
　面接日時の調整や質問事項があれば、「新規メッセージを作成」ボタンをクリックし、求人者への
メッセージの送信もできます。

◎　志望動機（全角 600文字以内）を入力（必須）します。
◎　就業上留意を要する家族がいることや、仕事をする上で身体上注意をしてもらい
たい点など、応募時に求人者に伝えたい事項がある場合などは備考欄（全角 600文
字以内）に入力（任意）します。

※不法就労を防止する観点から、利用者が外国人（特別永住者である方を除く）の場合、備考欄に
①在留カードの表面の「在留資格」、「在留期間（満了日）」の欄に記載されている事項
②在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」の欄に記載がある場合は「資格外活動許可あり」
　と記載してください。

◎　履歴書、職務経歴書、ジョブ・カードなどの応募書類をアップロードして求人者
に送付できます。

◎　「上記の情報が、求人者による選考に利用されることに同意します」を確認して
チェックします。入力が終わったら、右下「次へ進む」ボタンを押してください。【求
人応募（オンライン自主応募）内容確認画面】に進むので、内容を確認の上、右下の
「応募」ボタンを押してください。この時点で、求人者に応募情報が通知されます。　
⇒応募の完了

※　オンライン自主応募を行うことができる求人の上限は 15件です（選考結果が登録されたものや応募を
取り消したものは除く）。

⑬

応募すること（オンライン自主応募）ができます。(※)

場合、マイページに求人情報とメッ

認します。

募】などを選択できます。

接応募（オンライン自主応募）をする
ことができます。

●●●●●

●●●●●

　応募後24時間以内であれば、求職者マイページからオンライン自主応募を取り消すことができます。
ただし、24時間以内であっても、一度応募した場合、応募情報は求人者に届いていますのでご了承くだ

　「応募中求人一覧画面」の「応募を取消」ボタンをクリックして、【求人応募取り消し画面】に移動

応募取消理由で「その他」を選択した場合は、備考欄（全角300文字）に理由を入力します。入力が終

【求人応募取り消し確認画面】で内容を確認した上で、「完了」ボタンをクリックします。　　　　　

　オンライン自主応募の応募内容などは、「求職活動状況閲覧」＞「応募中求人一覧」の順で進む

　面接日時の調整や質問事項があれば、「新規メッセージを作成」ボタンをクリックし、求人者への

⑭

求職公開のご案内



お問い合わせ先：

ハローワークのサービス
ハローワークでは、みなさまの就職活動を支援するため、次のサービスを行っています。

◆求職活動を全面的にバックアップします。
求職活動の進め方、求人情報の入手方法や検索方法、応募書類の添削指導など、あなたの仕事への興味・関心、経

験・能力に合った仕事探しを支援します。

◆求人情報を提供します。
ハローワーク職員が一緒になって希望条件に合う求人を探して提供し、きめ細かな職業相談を行っています。
また、求人情報はハローワークの窓口だけでなく、ハローワーク内に設置されたパソコン（検索・登録用端末）で

検索することもできます。ご自宅のパソコンやタブレット、スマートフォンからも検索できます（ハローワークイン
ターネットサービス）。

◆求人票の条件を確認します。
希望する職種に応じて、学歴や経験、資格等の募集条件について確認します。場合によっては、求人条件を緩和・

拡充することを求人事業所に提案しています。

◆応募書類の作成や面接に向けた準備への支援を行います。
ご希望に応じて、履歴書や職務経歴書といった応募書類の添削指導や、面接のマナー・心構えについてアドバイス

し、また、実際の場面を想定した模擬面接を行っています。

◆就職のための各種支援セミナーを実施します。
就職活動をスタートするためのセミナー、応募書類の作成や面接対策のためのセミナーを実施しています。

◆スキルアップのための職業訓練（ハロートレーニング）をご案内します。
就職に必要な技術や技能を身につけてスキルアップしたいという方には、様々な職業訓練コースを案内し、受講の

あっせんを行っています。
公的職業訓練（ハロートレーニング）は、ハローワーク内にあるパソコン（検索・登録端末）で検索することもで

きます。また、ご自宅のパソコンやタブレット、スマートフォンからも検索できます。

◆応募する求人事業所にご紹介します。

job tag（職業情報提供サイト（日本版 O-NET））
job tag

「 j o b  t a g 」 ト ッ プ ペ ー ジ

令和５年５月発行

応募したい求人が決まればハローワークから「紹介状」をお渡しします。ハローワーク職員が求人事業所に連絡
して応募方法、面接日時や場所をご案内します。


